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与那原町　戦後80年平和祈念事業

　戦後80年。戦後復興を遂げた先人たちの心を受け継ぎ、これからは沖縄戦の記憶を持たない「わたしたち」
世代が命の大切さや不戦を語り継いでいかなければなければなりません。
　ぜひ与那原町の企画展や映画・イベントに参加して、世代を超えた「つながり」の力をもとに、平和の心、い
のちのバトンを次の世代へ受け継ぎましょう。 ※いずれも入場料は無料です

　沖縄戦から80年を経た現在、与那原における沖縄戦や運玉森での
戦闘、戦後復興から現在への変容を写真や模型、ARなどで展示し、与
那原での沖縄戦と戦後復興のありようについて改めて問い直します。

つなげよう いのちのバトン

日時 6月16日（月）～7月9日（木）９:00～17:15 ※6月23日休館
会場

　沖縄戦等で亡くなった与那原住民1,972人ひとりひとりの名前を
読み上げることによって、戦争を二度と起こさず、平和であること
を身をもって感じてもらうイベントです。当日参加も可能です。
日時 6月14日（土）16:30集合／17:00開始～19:00
会 場 与那原町上の森かなちホール

※参加者公開による配信を予定しています

沖縄戦と戦後復興をいかに語り継いでいくのか

与那原戦没者の名前を呼ぼう

　1944年８月、子どもたちをたくさん乗せて那覇港を出港した対馬
丸は、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃により1,788人のうち約８割の
人々が海底へと消えていきました。アニメ「対馬丸」の上映と戦時疎
開に関する展示を行います。
展示 6月4日（水）～14日（土） 上の森かなちホール２階廊下
上映 6月9日（月）～14日（土） ※6月10日（火）を除く

①10:30・②14:30　かなちホール1階リハーサル室 

「対馬丸～さようなら沖縄」上映会と展示

　与那原町立図書館では、沖縄北部のジャングルで米軍と戦った元少年兵に迫るア
ニメドキュメンタリー『あの日、僕らは戦場で』を上映します。またその作品をもと
にした児童書『あの日、僕らは戦場で』（NHKスペシャル制作班、新日本出版社）をは
じめ、戦争に巻き込まれた住民の戦争体験集を中心に戦争関連の展示を行います。
展示 ６月10日（火）～26日（木）　与那原町立図書館
上映 ６月21日（土）10:30～11:00　町コミュニティーセンター第２研修室

お問い合わせ １～３：生涯学習振興課　 871-9981 4：与那原町立図書館    946-6959

企画展

「わたしたちの沖縄戦」       『あの日、僕らは戦場で』展   示 上   映

与那原町コミュニティーセンター集会室
●ギャラリートーク　６月21日（土）11:30
●ジュニアリーダーによる読み聞かせ
　６月28日（土）・７月5日（土）①13:00・②14:00・③15:00
　要予約（町コミュニティセンター　835-8220で受付）
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戦没者等のご遺族の皆さまへ

第12回  特別弔慰金の請求手続きは から
６2

【令和７年４月１日（基準日）において】
・ 戦没者の死亡に関し、公務扶助料、援護年金等の受給権者が
　いない
・ 三親等内の親族で、支給順位の最も先の順位者であること
・ 日本国籍であること

前回の特別弔慰金を与那原町で請求し、現在も与那原町にお住
いの方、また該当すると思われる方に、個別に手続き案内を
送付します（令和７年５月中旬ごろ）。

弔慰金の受給権者
戦没者の子
戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである
（１）父母（２）孫 （３）祖父母 （４）兄弟姉妹
１位から３位以外の（１）父母（２）孫（３）祖父母（４）兄弟姉妹
１位から４位以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続
き１年以上生計関係を有していた三親等内の親族

1位

2位

3位

4位

5位

戦没者の死亡当時のご遺族の方 ※一定の要件に該当する方お一人

支給順位1位～5位で、あなたより
先の支給順位の遺族はいますか

あなたと同じ順位の遺族は他にいますか

日本国内ですか

同じ順位の方と相談のうえ、請求者
を決めてください。受給できるのは、
お一人です

あなたは今回は該当しません
順位の先の方から請求してください

請求者の住所地の
役所で請求手続きをしてください

あなたは該当します。
住所は「与那原町」ですか

国外在住の方は代理人が必要です
代理人の住所は「与那原町」ですか

代理人の住所地の役所で
請求手続きをしてください

住所地の役所で
請求手続きをしてください

はい

はい

はい
はい

はいいいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

※ 第11回の請求者が、令和7年4月1日(基準日)以降に死亡した場合、遺族の方が相続請求できます。

令和7年6月2日(月)から受付を開始します 
電話予約のうえ窓口へお越しください 

【予約】　943-8903

令和７年６月２日～令和１０年３月３１日まで（土日・祝日、慰霊の日、12月29日～1月3日は除く）
与那原町役場１階　住民課（特設窓口）９：００～１１：３０、１４：００～１６：３０

受付 電話による事前予約制です。
電話で予約のうえご来庁ください。 予約ダイヤル 943‒8903

(令和7年4月1日以降の発行のもの)請求時の提出書類等
請求者状況 下記提出書類

提出書類

1 前回からの継続請求(前回相続で受給した方は含みません) イ・オ
ア・イ・ウ・エ・オ2

ア
イ
ウ
エ
オ

今回が初めての請求、またはこれまでも該当していたが、前回未請求で今回請求する場合

戦没者と請求者の続柄を証する戸籍謄本(戦没者の死亡時項登載のもの)
請求者の戸籍抄本
請求者より先順位者がいないこと(死亡・国籍喪失等)を証する戸籍抄本
年金等の受給者がいないこと(死亡・再婚・離縁等)を証する戸籍抄本
状況によりその他の書類 ※身分確認証(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)は必ずご持参ください

※請求者が外国在住の場合や、請求権利者が令和7年4月1日以降死亡したため、相続人から請求する場合の提出書類等 についてはお問い合わせください。
※窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状が必要となります

住民課     945-2072お問い合わせ


